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【誤訳訂正書】
【提出日】令和2年10月6日(2020.10.6)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００１６
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００１６】
　本発明における使用に好適な空隙を有するラテックス粒子はまた、少なくとも１つのシ
ェルポリマーを含む。少なくとも１つのシェルポリマー（複数可）は、非イオン性エチレ
ン性不飽和モノマーおよびポリエチレン性不飽和モノマーから誘導された重合単位を含む
。ある特定の実施形態では、少なくとも１つのシェルポリマーは、任意に、少なくとも１
つのカルボン酸基を含むモノエチレン性不飽和モノマーおよび少なくとも１つの「非カル
ボン酸」酸基を含むモノエチレン性不飽和モノマーのうちの少なくとも１つから誘導され
た重合単位を含む。ある特定の実施形態では、空隙を有するラテックス粒子のシェル部分
は、単一段階で、好ましくは２段階で、およびより好ましくは少なくとも３段階で重合さ
れる。本明細書で使用される場合、「最も外側のシェル」という用語は、空隙を有するラ
テックス粒子を調製するために使用される最終の異なる重合段階の組成物を指す。最も外
側のシェルが多段階重合プロセスによって提供されるある特定の実施形態では、最も外側
のシェルは、空隙を有するラテックス粒子の全シェル部分の少なくとも２５重量％、好ま
しくは少なくとも３５重量％、およびより好ましくは少なくとも４５重量％を含む。
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００２０
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００２０】
　シェルポリマー（複数）についての少なくとも１つの「非カルボン酸」酸基を含有する
好適なモノエチレン性不飽和モノマーとしては、例えば、アリルスルホン酸、アリルホス
ホン酸、アリルオキシベンゼンスルホン酸、２－アクリルアミド－２－メチルプロパンス
ルホン酸（このモノマーについてａｃｒｙｏｎｙｍ「ＡＭＰＳ」はＬｕｂｒｉｚｏｌ　Ｃ
ｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ（Ｗｉｃｋｌｉｆｆｅ、Ｏｈｉｏ、ＵＳＡ）の商標である）、２－
ヒドロキシ－３－（２－プロペニルオキシ）プロパンスルホン酸、２－メチル－２－プロ
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ペン－１－スルホン酸、２－メタクリルアミド－２－メチル－１－プロパンスルホン酸、
３－メタクリルアミド－２－ヒドロキシ－１－プロパンスルホン酸、３－スルホプロピル
アクリレート、３－スルホプロピルメタクリレート、イソプロペニルホスホン酸、ビニル
ホスホン酸、ホスホエチルメタクリレート、スチレンスルホン酸、ビニルスルホン酸、な
らびにそのアルカリ金属およびアンモニウム塩が挙げられる。ある特定の好ましい実施形
態では、少なくとも１つの「非カルボン酸」酸基を含有するモノエチレン性不飽和モノマ
ーは、２－アクリルアミド－２－メチルプロパンスルホン酸、スチレンスルホン酸、およ
びスチレンスルホン酸ナトリウムから選択される。ある特定の実施形態では、シェルポリ
マー（複数可）は、少なくとも１つの「非カルボン酸」酸基を含有するモノエチレン性不
飽和モノマーの重合単位を、シェルポリマー（複数可）の総重量に基づいて、０．１～１
０重量％、好ましくは０．５～７．５重量％、およびより好ましくは１～５重量％の量で
含む。
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